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　児童扶養手当の支給を受けてい

る世帯は、3 割引きで JR の通勤

定期乗車券を購入できます。

※児童の通学は不可。

▼持参する物

・購入する方の写真（最近 6 ヵ月

以内に撮影した縦 4 ㎝×横 3 ㎝

の正面上半身のもの）

・児童扶養手当証書

・印鑑

▼申請先　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

定 期 券定 期 券

児童扶養手当受給者
JR 通勤定期乗車券を割引き

▼支給対象者　

　離婚などで父親または母親と生

計を共にしていない児童（18 歳

に達した後の最初の 3 月 31 日ま

で。政令で定める程度の障がいの

ある児童は 20 歳未満）を養育し

ている、ひとり親家庭（父子家庭

可）などの方（家庭状況により請

求できない場合もあります）。

※一定以上の所得のある方（同居

している親族等を含む）は手当の

全部、または一部が支給停止にな

る場合があります。

▼申請方法　申請書等を福祉係窓

口に用意しています。詳細はお問

い合わせください（申請書以外に

必要書類があります）。

▼問合せ　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

利 率利 率

町税の延滞金の利率変更

　法律の改正により、平成 26 年

1 月 1 日から町税の延滞金の利率

が変更されております。

■延滞金の利率

・納期限の翌日から１ヵ月を経過

する日まで　4.3％→ 2.9％（平成

26 年中。特例基準割合＋ 1.0％）

・納期限の翌日から１ヵ月を経過

した日以後　14.6％→ 9.2％（平

成26年中。特例基準割合＋7.3％）

※平成 26 年の特例基準割合は

1.9％となります。

▼問合せ　納税課納税係

　（☎ 23 － 2341）

　柏樹氏は、昭和 50 年 5 月から

現在に至るまでの 38 年間の永き

にわたり、当別町議会議員として

各種常任委員会委員長や委員の要

職を歴任し、石狩北部地区消防事

務組合議員、学園都市線電化促進

特別委員会委員、ダム対策特別委

員会委員等、多方面にわたり献身

的に努力し、町政及び広域行政の

充実と産業の振興発展に多大な貢

献をされました。

　1 月 15 日に開催された表彰式

において、高橋はるみ北海道知事

より授与されました。

受 賞受 賞

柏樹正氏が北海道社会貢献賞
（自治功労者）を受賞

　第 6 期当別町高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画の策定に

あたって、広く町民の意見を反映

させるために委員を公募します。

▼募集人数　1 人

▼要件　

　町内に在住の 20 歳以上の方

▼任期

  4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

▼申込方法　

　募集用紙に住所、氏名、年齢、

性別、職業、電話番号、及び当別

町の高齢者保健福祉・介護保険事

業についての意見・感想等を記入

し、持参・郵便・メールで応募し

てください。募集要旨は、町ホー

ムページからもダウンロードでき

ます。

▼申込期限　3 月 17 日（月）

▼問合せ　福祉課介護サービス係

　（ ゆ と ろ 内・☎ 23 － 3029/

E-mail:hukshi3@town.tobetsu.

hokkaido.jp）

募 集募 集

高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画策定委員会委員募集

　平成 25 年度中に、40 歳～ 74

歳になる当別町国民健康保険に加

入している方へ特定健康診査受診

券 ( みどり色 ) を配布しています。

今年度の受診券の有効期限は平成

26 年 3 月 31 日 で す。3 月 末 は

混み合うことが予想されますので

早めに受診しましょう。

　糖尿病等の生活習慣病は、自覚

症状のないまま進行し脳梗塞・心

筋梗塞などの合併症を引き起こし

ます。毎年健診を受け、身体の変

化を確認することが大切です。

　受診券を紛失した方は、ご連絡

ください。

▼問合せ　

　住民課国保・後期高齢者医療係

　（☎ 23 － 4044）

特 定 健 診特 定 健 診

忘れていませんか？受診券
の有効期限が迫っています

手 当手 当

児童扶養手当について
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子 育 て子 育 て

巡回児童相談を行います

　18 歳未満のお子さんの発達や

子育てに関する相談をお受けしま

す。相談を希望される方は、事前

にお申込みください。

■相談時間は、申込者の事情など

を考慮しながら決定します。

※学校などの授業時間中に設定さ

れることもあります。

■相談を受けるにあたって、お子

さんやご家庭の様子を調査させて

いただく場合もあります。

■定員は 3 名程度。

※相談の内容によっては多少の変

更があります。

▼日時　4 月 15 日（火）

▼場所　ゆとろ

▼相談内容　

　ことば・発達の遅れ、療育手帳

の判定など

▼相談員　

　北海道中央児童相談所の児童福

祉司・心理判定員等

▼申込期限　3 月 12 日（水）

▼申込み・問合せ

　子育て推進課子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

　平成26年度の健康保険料率は、

10.12％に据え置きます。

　平成 26 年 3 月分（4 月納付分）

からの介護保険料率につきまして

は、1.72％（平成 25 年度 1.55％）

に引き上げます。

　ご理解いただきますようお願い

申し上げます。

▼問合せ　協会けんぽ北海道支部

　（☎ 011 － 726 － 0352）

保 険 料 率保 険 料 率

協会けんぽ北海道支部から
のお知らせ

　町教委では、町民へのスポーツ

に関する指導やスポーツ組織の育

成、スポーツイベントへの協力な

どスポーツコーディネーターとし

て活躍していただく当別町スポー

ツ推進委員を募集します。

▼募集人数　13 名

▼任期　

  5 月 1 日～平成 28 年 4 月 30 日

▼内容　

　町民のスポーツ振興、スポーツ

について理解を深めてもらうこと

を目的に、各種スポーツの実技指

導やその他スポーツに関する指導

及び助言など。

▼申込方法　

　総合体育館に備え付けの応募用

紙に必要事項を明記の上、提出し

てください。

▼申込期限　3 月 18 日（火）

▼申込み　

　 町 教 委 社 会 教 育 課 ス ポ ー ツ

振 興 係（ 総 合 体 育 館 内・ ☎
22 － 3833/FAX22 － 3832/

E-mail:sports@town.tobetsu.

hokkaido.jp）

募 集募 集

募集します
当別町スポーツ推進委員

▼募集人員　

　男性Ａ区分（大卒程度）165 名

　男性Ｂ区分（Ａ区分以外）60 名

　女性Ａ区分（大卒程度）35 名

　女性Ｂ区分（Ａ区分以外）15 名

▼受験資格　

　昭和 57 年 4 月 2 日から平成 9

年 4 月 1 日までに生まれた者

▼受付期間　

　4 月 1 日（火）～ 16 日（水）

※電子申請は 4 月 11 日（金）まで。

▼試験日　

　1 次試験 5 月 11 日（日）

　2 次試験 6 月中旬から 7 月上旬

▼問合せ　札幌方面北警察署

　（☎ 011 － 727 － 0110）

募 集募 集

北海道警察官を募集します

活動の様子

固 定 資 産固 定 資 産

縦覧できます　
固定資産縦覧帳簿

　納税者は自分の資産の課税台帳

を閲覧できるほか、縦覧帳簿によ

り、その価格が適正かどうか、比

較することができます。

▼対象　

　固定資産税納税者または代理人

※課税台帳は所有者本人か代理人

が閲覧できます。

▼持参する物　

　印鑑及びご本人であることを確

認できる書類（運転免許証等）。

※代理人は委任状も必要です。

▼縦覧期間　　

　4 月 1 日（火）～ 6 月 30 日（月）

※土・日曜、祝日は除く。

▼縦覧時間　

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼縦覧場所　税務課資産税係

　（☎ 23 － 2333）


